
資料３ 

平成 25 年 2 月 13 日 政策会議 

情報公開課 法務・文書課 

文化振興課 IT 推進課 

電子決裁の推進について 

 

１ 現状と課題 

電子決裁については、三重県公文書管理規程運用通知において、以下のとお

り定められている。 

「第１７条（起案の方式）関係 

１ 起案は、総合文書管理システムの文書作成機能（いわゆる電子決裁）を用いて行

うのが原則です。特に保存期間 5 年未満の文書については、ペーパーレス化の観

点からも極力電子決裁を用いて行うのが望ましい方法です。」 

 

電子決裁は、ペーパーレスの推進に加え、決裁履歴の管理と保存、文書消

失の回避などの利点があるため、より厳格な公文書管理を行うことができ、

また、災害時等における事業継続性の確保にも有効である。このため、危機

管理の観点からも電子決裁の活用を進めていく必要がある。 

しかし、本県の電子決裁利用率は約４％であり、近隣県と比較しても低い実

績にとどまっている。（愛知県６３％、滋賀県５０％） 

   

２ 地域連携部における実証実験 

１を踏まえ、電子決裁の推進に向けて地域連携部で実証実験を行ったところ、

電子決裁率が大きく向上し、取組の効果を検証することができた。 

（１）期間     平成２４年１０月１日～１２月３１日 

（２）対象者    ３３６人 

（３）実施内容   文書主任を集める定例会議の開催、Ｑ＆Ａ資料の全

員配布、各県民センターへの訪問説明の実施等 

（４）電子決裁率  ５％（実施前） → ４９％（実施後） 

 

３ 電子決裁の全庁的な推進 

全庁展開に際しての課題について、関係部間で調整を進めてきたところであ

り、第一段階として、以下のとおり電子決裁を全庁的に推進することとした。 

 

（１）平成 25 年 4 月以降、起案（供覧含む）は、紙決裁と簡易処理は可能な限

り使用しないで、電子決裁を使用するものとする。ただし、以下の文書に
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ついては、当分の間、運用として必ず紙決裁で行うこととする。 

①公印の押印を要する文書 

②保存期間が５年以上の「歴史的価値のある公文書」 

 

（２）平成 25 年度以降、所属別の電子決裁利用率については、定期的に情報共

有を行う。各部局（各所属）は、利用率の目標設定・管理を行うこととす

る。 

 

（３）平成 24 年度内は「周知期間」と位置づけ、文書主任を中心とした承認者

向けの操作研修、メルマガ配信等により、職員向け意識啓発と手法の紹介・

説明を行う。この間、電子決裁の実施は、各部局の自主性に委ねる。 

 

 

４ 今後の課題 

（１）職員及び組織としての危機管理意識について 

災害時の文書消失の回避、不適切な公文書管理の防止、不適切な情報公開

事務の防止及び歴史的価値のある公文書の認識など、職員だけでなく、組織

としての危機管理意識が必要であるため、定期的に啓発、研修等を行ってい

く。 

 

（２）当面、紙決裁としたものの取扱いについて 

三重県公文書管理規程、同運用通知及び公文書選別事務処理要領の整理並

びに現行総合文書管理システムの改修が整い次第、随時電子決裁への移行を

推進していく。 

 

（３）文書システムの改修予定について 

文書システムは２年後に更新に伴う再構築を予定しているが、それまでの

間においても、業務効率化や危機管理上必要となる項目等について、改修の

ための予算調整を行っていく。 
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保 存 期 間

文 書 番 号

発 送 部 数

発送年月日

紙 資 料

個 人 情 報 存否区分

発 信 者 名

公 印

回議（決裁）ルート 供覧ルート

2 津山 三枝 □ 桑名 一郎 □

1 伊勢 次郎 □ 熊野 湖憧 □

鈴鹿 治郎 □

尾鷲 三郎 □

松阪 大助 □

伊賀 栗生 □

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。 

分 類 記 号
簿 冊 管 理 番 号 02102 - 900000001 05年

平成２４年 ９月２０日

電 子 決 裁 添 付 文 書 決 裁 区 分

簿 冊 名 A簿冊 課長

起案者 

研修課
◎◎グループ
主査
三重 太郎
（電話：****）

県 公 報 登 載

文 書 の 日 付

処 理 期 限 有り

決 裁

起 案

取扱区分

無 存

供
覧
（

決
裁
添
付
文
書
の
た
め
、

✔
で
チ
ェ
ッ

ク
す
る
。
）

標 題 復命書（●●●●●●●●●●）

開 示 用 件 名 復命書（●●●●●●●●●●）

増刷 部 不要

第 号

保 存 期 間

文 書 番 号

発 送 部 数

発送年月日

個 人 情 報 存否区分

発 信 者 名

公 印

(決裁)

(供覧)

(供覧)

(供覧)

(供覧)

(供覧)

(供覧)

注 開示用件名に個人情報など非開示情報が記載されていないか注意すること。

分 類 記 号
簿 冊 管 理 番 号 02102 - 900000001 05年

決 裁 区 分

簿 冊 名 A簿冊 課長

起 案 平成２４年 ９月２０日

決 裁 平成２４年 ９月２１日

文 書 の 日 付 平成２４年 ９月２１日

処 理 期 限
校 合

起案者

研修課
◎◎グループ
主査
三重 太郎
（電話：****）

公 印

研修運用課

県 公 報 登 載 第 号

無

増刷 部 不要

熊野 湖憧

尾鷲 三郎

伊勢 次郎

標 題 復命書（●●●●●●●●●●）

研修運用課 桑名 一郎

開 示 用 件 名 復命書（●●●●●●●●●●）

決

裁
（

合
議
）

研修運用課 課長

研修運用課

副課長

津山 三枝

研修運用課 鈴鹿 治郎

研修運用課 松阪 大助

研修運用課

(2) ・・・・・・・・・・

◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎の●●●●●●●●●●に出席したところ、その概要は下記のとおり

でした。

３概要 (1) ・・・・・・・・・・

 記

１期間 平成＊＊年＊＊月＊＊日から平成＊＊年＊＊月＊＊日まで

２用務先 ◎◎◎◎◎◎◎◎◎◎会議室

(3) ・・・・・・・・・・

なお、詳細資料については、別途回覧します。

（〇〇県〇〇市〇〇町）

取扱区分 

存

研修運用課 伊賀 栗生
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室長 副室長 主幹

係

（その１） （その２）

① 簡易処理の実際例

保存区分

年 月 日

標 題

平成 21 年 月5 18

開示用件名

日

新型インフエンザに関する対応について

年 日

主査

無し   有り

平成 年
伺

い

・

供

覧

電子決裁登録 □
決 裁 欄

保存期間分類記号
30 ・ 10 ・ 5
3 ・ 1 ・ 1末

起案供覧 処理期限

個人情報

月

通常 手元

日

このことについて、照会がありましたので、該当なしとして回答いたしたい。

決 裁
供覧済

存 区分 存  否

の

（注：個人情報等非開示情報は記載しないこと）

取扱区分

室長 特命監 副室長 主査 係 

 －   

 

                                                     平成２３年３月２２日 
 

復  命  書 

 

副室長 ○○ ○○ 

主査 ○○ ○○ 

  

  

  

○○部                     

○○室長 
 様 

  

 
 下記のとおり復命します。 
 

出張年月日  平成２３年３月１８日（金） 

出張場所 紀北町○○○○ 

出張用務   用地買収の交渉 

 
 件名のことについて、次のとおり復命します。 
 
 
【概要】 
 3/18 11:00～12:00 ○○様宅 
  ○○○○・・・ 
   
   
 
 3/18  15:15～16:15  ○○様宅 
  ○○○○・・・ 
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